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６.　第６６回国民体育大会関東ブロック大会 総則

１　開催の趣旨

　　　国民体育大会関東ブロック大会は、時代の要請に応えて関東ブロックのスポーツを振興し、

地域住民の健康増進と体力の向上を図るとともに、スポーツの交流を通じて各都県の親睦と友

情を深め、併せて地方文化の発展に寄与しようとするものである。

２　主　催

　　　公益財団法人日本体育協会、茨城県、関東ブロック各県教育委員会、東京都、関東ブロック

各都県体育協会、関東ブロック各実施競技団体、茨城県会場地市町村

３　主　管

　　　茨城県教育委員会、財団法人茨城県体育協会、茨城県各実施競技団体、茨城県会場地市町村

教育委員会、茨城県会場地市町村体育協会

４　後　援

    　文部科学省

５　実施競技　３３競技

　　⑴　本大会　３２競技

　　　　水泳、サッカー、テニス、ボート、ホッケー、ボクシング、バレーボール、体操、バスケ

ットボール、ウエイトリフティング、ハンドボール、ソフトテニス、卓球、軟式野球、馬術、

フェンシング、柔道、ソフトボール、バドミントン、弓道、ライフル射撃、剣道、ラグビー

フットボール、山岳、カヌー、アーチェリー、空手道、銃剣道、クレー射撃、なぎなた、ボ

ウリング、ゴルフ

　　⑵　冬季大会　１競技

　　　　アイスホッケー （第６７回国民体育大会冬季大会）

６　会期・会場地

    別紙「第６６回国民体育大会関東ブロック大会（以下「大会」という。）競技日程・会場一覧」による。

　　⑴　中心会期

　　　　平成２３年８月１９日（金）～２１日（日）

　　⑵　会場地

　　　　茨城県内１８市１町１村　神奈川県横浜市・相模原市、山梨県富士河口湖町

　　　　なお、競技運営上、競技日程・会場等を変更する場合は、第６６回国民体育大会関東ブロ

ック大会茨城県実行委員会（以下「茨城県実行委員会」という。）の承認を得るものとする。

７　競技方法

　　　別に定める「競技別実施要項」による。
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８　参加資格、所属都県及び選手の年齢基準

　　　選手及び監督の参加資格、所属都県及び選手の年齢基準は、次のとおりとし、この解釈につ

いては（公財）日本体育協会国民体育大会委員会が別に定める。

　

　　⑴  参加資格

　　　ア　日本国籍を有する者であることとするが、選手及び監督のうち、次の者については、日  

本国籍を有しない者であっても、成年又は少年の種別に参加することができる。

　　　　　ただし、いずれの者についても、継続的に日本に滞在していることとする。

　　　　(ア)　出入国管理及び難民認定法に定める在留資格のうち永住者（日本国との平和条約に基づ

く日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者を含む。）

      　(イ)　少年種別年齢域に該当し、次の要件をいずれも満たす者

　　　　　ａ　学校教育法第１条に規定する学校に在籍する学生又は生徒で、大会実施要項が定め

る参加申込締切時に１年以上在籍していること。

　　　　　ｂ　出入国管理及び難民認定法に定める在留資格のうち、就学又は家族滞在（中学３年生）

に該当していること。

　　　　(ウ)  成年種別年齢域に該当し、次の要件をいずれも満たす者

　　　　　ａ　参加しようとする当該年以前に前号 (イ ) に該当していた者。

　　　　　ｂ　出入国管理及び難民認定法に定める在留資格のうち、大会参加時において留学に該

当しない者。

　　　　　［注］大学等に在籍する成年種別の年齢域に該当する者は、出入国管理及び難民認定法に

定める在留資格の「留学」と同等に扱う。

　　　イ　選手及び監督は、所属都県の当該競技団体会長と体育協会会長が代表として認め、選抜

した者であること。

　　　ウ　第６４回又は第６５回大会（都道府県大会及びブロック大会を含む。）において選手及び

監督の資格で参加した者は、次の場合を除き、第６４回又は第６５回大会と異なる都道府

県から参加することはできない。

　　　　(ア )  成年種別

　　　　　ａ  平成２２年度に学校教育法第１条に規定する学校を卒業した者

　　　　　ｂ  結婚又は離婚に係る者

　　　　　ｃ  ふるさと選手制度を活用する者（別記１「国民体育大会ふるさと選手制度」による。）

［注］別記３「JOC エリートアカデミーに係る選手の参加資格の特例措置」の適用を受け、

ふるさと選手として参加する者を含む。

　　　　(イ )  少年種別

       　 ａ  平成２２年度に学校教育法第１条に規定する学校を卒業した者

       　 ｂ  結婚又は離婚に係る者

       　 ｃ  一家転住に係る者（別記２「一家転住等」に伴う特例措置の考え方による。）

　　　　　ｄ　JOC エリートアカデミーに在籍する者（別記３「JOC エリートアカデミーに係る選手

の参加資格の特例措置」による。）
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　　　エ　選手及び監督の兼任は、同一種別内に限る。

　　　オ　前記のほか、選手については次のとおりとする。

　　　　(ア )　本大会は、１競技に限り参加できる。

　　　　(イ )　回数を同じくする大会において、異なる都道府県から参加することはできない。

　　　　(ウ )　健康診断を受け、健康であることが証明された者であること。

　　　　(エ )　都県大会に参加した選手であること。

　　⑵　所属都県

　　　　所属都県は、当該競技団体が限定する場合を除き、次のいずれかが属する都県から選択す

ることができる。

   　 ア　成年種別

　　　　(ア )　居住地を示す現住所

     　 (イ )　勤務地

　　　　(ウ )  ふるさと（別記１「国民体育大会ふるさと選手制度」による。）

　　　　　［注］別記３「JOC エリートアカデミーに係る選手の参加資格の特例措置」の適用を受け、

　ふるさと選手として参加する者を含む。

　　　イ　少年種別

    　  (ア )　居住地を示す現住所

    　  (イ )　学校教育法第１条に規定する学校の所在地

      　(ウ )　勤務地

　　　　( エ )　「JOC エリートアカデミーに係る選手の参加資格の特例措置」（別記３）に定める小学

校の所在地

　　　＊　上記に属する都県のうち、「居住地を示す現住所」、「勤務地」、「学校教育法第１条に規定

する学校の所在地」のいずれかから参加する場合は、平成２３年４月３０日以前からブロ

ック大会参加時まで、引き続き当該地に、それぞれ居住、勤務又は通学していなければな

らない。ただし、次の者はこの限りではない。

　　　　　・成年種別の選手が属する都県として「ふるさと」を選択する場合（「JOC エリートアカ

デミーに係る選手の参加資格の特例措置」の適用を受け、ふるさと選手として参加す

る者を含む。）

　　　　　・少年種別の選手が「一家転住」した場合

　　　　　・少年種別の選手が「JOC エリートアカデミーに係る選手の参加資格の特例措置」の適用

を受ける場合

　　⑶  選手の年齢基準

　　　ア  選手の年齢基準については、下記を原則とする。

　　　　(ア )　成年種別に参加する者は、平成５年４月１日以前に生まれた者とする。

　　　　( イ )　少年種別に参加する者は、平成８年４月１日以前に生まれた者から平成５年４月２日

　以後に生まれた者とする。

　　　　(ウ)　年齢を区分している種別へ参加する者の年齢計算は、平成２３年４月１日を基準とする。

　　　イ　( 公財 ) 日本体育協会が特に認める場合は、上記アにかかわらず、競技ごとに年齢区分を

設定することができる。ただし、年齢の下限は中学３年生とする。
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　　⑷　前記の各事項に疑義のあるときは、( 公財 ) 日本体育協会及び当該競技団体が調査・審議の

うえ、(公財 )日本体育協会国民体育大会委員会がその可否を決定する。

　　別記１【国民体育大会ふるさと選手制度】

　　　⑴　成年種別に出場する選手は、( 公財 ) 日本体育協会国民体育大会開催基準要項（以下「開

催基準要項」という。）細則第３項〔開催基準要項第８項第１号及び第１０項第４号（参加

資格及び年齢基準等）〕に基づき、下記のいずれかを拠点とした都県から参加することがで

きる。

     　 　ア　居住地を示す現住所

     　 　イ　勤務地

　　　　　ウ　ふるさと

　　　⑵  「ふるさと」とは、卒業中学校又は卒業高等学校のいずれかの所在地が属する都県とする。

　　　　ただし、JOC エリートアカデミーに係る選手については、別記３「JOC エリートアカデミー

に係る選手の参加資格の特例措置」第３項により取り扱うものとする。

　　　⑶　日本国籍を有する者及び「永住者」については、日本における滞在期間に関わらず、本

制度を活用できるものとする。

　　　⑷　「ふるさと選手制度」を活用し参加を希望する選手は、予め所定の方法により「ふるさと」

を登録しなければならない。なお、一度登録した「ふるさと」は変更できないものとする。

　　　⑸　「ふるさと」から参加する選手は、開催基準要項細則第３項－⑴－ 1) －③（国内移動選

手の制限）に抵触しないものとする。

　　　⑹　ふるさと選手制度の活用については、原則として、１回につき２年以上連続とし、利用

できる回数は２回までとする。

　　別記２【「一家転住等」に伴う特別措置の考え方】

　　　「転校への特例」

　　　　次の内容を全て満たすことにより、国内移動選手の制限（開催基準要項細則第３項－⑴－ 1

－③）に抵触しないものとする。

　　　⑴　この特例の対象は、「少年種別」への参加者に限る。

　　　⑵　本特例を受けることができるのは、一家転住等やむを得ない理由に限ることとする。なお、

「一家転住等」とは概ね次のことを言う。

      　ア  親の転勤による一家の転居

      　イ　親の結婚、離婚による一家の転居

      　ウ　上記以外に、やむを得ない理由による一家の転居

　　　⑶　転居先の都県予選会締切日以前に、次の手続きを終了していること。

　　　　ア　別の定める様式により、属していた都道府県体育協会及び都道府県競技団体会長の承

認を得ること。

　　　　イ　承認を得た書類については、転居先が属する都県体育協会及び都県競技団体へ提出す

ること。



－ 11 －

　別記３【JOC エリートアカデミーに係る選手の参加資格の特例措置】

　　公益財団法人日本オリンピック委員会が実施する「JOC エリートアカデミー」に係る選手のうち、

下記⑴に該当する者については、開催基準要項細則第３項及び「国民体育大会ふるさと選手制度」

に関し、下記⑵～⑷の特例を適用する。

　　⑴　対象者

　　　ア　少年種別年齢域の選手で JOC エリートアカデミーに在籍する者

　　　イ　成年種別年齢域の選手で JOC エリートアカデミーを修了した者、または同アカデミーに

在籍する者

　　⑵　少年種別年齢域の選手の所属都県　　　

　　　　⑴アに定める少年種別年齢域の選手は、その所属都県について、「( ア ) 居住地を示す現住

所」、「( イ ) 学校教育法第 1 条に規定する学校の所在地」、「( ウ ) 勤務地」のほか、卒業小学

校の所在地が属する都県を選択することができる。

　　　　なお、同アカデミーへの入校時において小学生であった場合には、入校する直前まで通学

していた小学校の所在地が属する都県を選択することができる。

　　⑶　成年種別年齢域の選手の「ふるさと」

　　　　⑴イに定める成年種別年齢域の選手は、別記１「国民体育大会ふるさと選手制度」⑵に定

める卒業中学校又は卒業高等学校のいずれかの所在地が属する都県のほか、卒業小学校の所

在地が属する都県を「ふるさと」とすることができる。

　　　　　なお、同アカデミーへの入校時において小学生であった場合には、入校する直前まで通

学していた小学校の所在地が属する都県を「ふるさと」とすることができる。

　　⑷　国内移動選手の制限にかかる例外適用

　　　　⑴アに定める少年種別年齢域の選手が前回の大会（都県大会を含む）と異なる都県から参

加する場合、開催基準要項細則第３項‐⑴‐1)‐③（国内移動選手の制限）に抵触しないも

のとする。

　　［注］⑴イに定める成年種別年齢域の選手については、開催基準要項細則第３項‐⑴‐1)‐③（国

内移動選手の制限）の規定に従い取り扱うものとする。

９　各競技の参加申込方法

　　⑴　各都県体育協会は、全競技の申込書をまとめ、都県競技団体会長並びに都県体育協会会長

の連署の上、大会会長あて、所定の参加申込書に必要事項を記入し、申し込むものとする。

　　⑵　参加申込書は、所定の様式により２部作成し、定められた期限までに次の各事務局あてに、

書留郵便又は宅配便で送付する。

   　 ア　茨城県実行委員会事務局

　　　　(ア )　送付部数

　　　　　　１部

　　　　(イ )　送付先

　　　　　　 〒 310-0911　水戸市見和 1-356-2　茨城県水戸生涯学習センター分館内

                    　   第 66 回国民体育大会関東ブロック大会茨城県実行委員会事務局

　　　　　　　　　　　　 TEL 029-226-9972    FAX 029-226-9973
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　　　イ  競技別実行委員会事務局

　　　　(ア)　送付部数

　　　　　　１部

　　　　(イ)　送付先

　　　　　　別紙「競技別参加申込書送付先一覧」による。

　　⑶　参加申込期限

      次のとおりとする。

　　⑷　参加申込書は、茨城県実行委員会が作成し、各都県体育協会に送付する。

　　⑸　参加申込締め切り後の交代（変更）は、特別な事情がない限り認めない。特別な事情で交代（変

更）する場合は、別紙様式「第６６回国民体育大会関東ブロック大会参加選手・監督交代（変

更）届」により、上記⑵ア並びにイに、文書で届けなければならない。

10　大会参加負担金　

　　⑴　都県負担金

　　　　１都県当たり２，０００，０００円とする。　

 期　　　　 限 競　　　　　技  

平成２３年　５月　２日（月） カヌー（スラローム・ワイルドウォーター）

平成２３年　６月１６日（木）
体操、山岳、カヌー（スプリント）、なぎなた、ボウリング、

ゴルフ

平成２３年　６月２４日（金） ボート

平成２３年　７月　１日（金） 水泳（水球・シンクロナイズドスイミング）、クレー射撃

平成２３年　７月１３日（水）

サッカー、テニス、ホッケー、ボクシング、バレーボール、

バスケットボール、ウエイトリフティング、ハンドボール、

ソフトテニス、卓球、軟式野球、馬術、フェンシング、

柔道、ソフトボール、バドミントン、弓道、ライフル射撃、

剣道、ラグビーフットボール、アーチェリー、空手道、

銃剣道

平成２３年１１月１８日（金） アイスホッケー
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金　額 競　技　団　体　名

２０万円

テニス、ウエイトリフティング、卓球、軟式野球、フェンシング、柔道、

バドミントン、弓道、剣道、山岳、アーチェリー、空手道、銃剣道、

クレー射撃、なぎなた、ゴルフ

２５万円

水泳、サッカー、ボート、ボクシング、体操、バスケットボール、

ソフトテニス、馬術、ライフル射撃、ラグビーフットボール、

カヌー、ボウリング、アイスホッケー

３０万円 ホッケー、バレーボール、ハンドボール、ソフトボール

金 融 機 関・ 店 名 常陽銀行 (０１３０)末広町支店 (０３１)

預金種別・口座番号 普通・１５９１０３２

口 座 名 義
第 66 回国民体育大会関東ブロック大会

茨城県実行委員会　会長　角
かく

 田
た

　芳
よし

 夫
お

区分 宿泊料金 摘　　　　　要

Ａ ９，０００円 １泊２食（奉仕料・消費税を含む。）

Ｂ ９，１５０円 １泊２食（奉仕料・消費税・入湯税を含む。）

　　⑵　関東競技団体分担金

　　　　次のとおりとする。

　　

　　⑶  参加料

　　　ア　納入対象者

　　　　　監督、選手、都県選手団本部役員

　　　イ　金額

　　　　　１人当たり８００円とする。

　　　ウ　納入方法

　　　　　参加申込み期限までに、茨城県実行委員会に納入する。

　　⑷　納入先

11　宿泊申込み

　　　大会参加者は、茨城県実行委員会が指定した所定の様式により、参加申込期限までに申し込む。

12　宿泊・昼食弁当料金

　　⑴　宿泊

　　　　監督・選手・都県選手団本部役員・報道関係者
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　　⑵　昼食弁当

　　　　８００円（消費税込み）

　　　その他必要な事項については、別に定める「大会宿泊要項」による。

13　都県選手団本部役員編成及び視察員

　　⑴  都県選手団本部役員は、団長、副団長、総監督及び総務とし、１都県当たり計１５名以内

とする。

　　⑵  上記役員のほか、５人以内の顧問を設けることができる。

　　⑶　視察員は、１都県３人以内とする。ただし、平成２４年度開催県は、２０人以内とする。

14　参加上の注意事項

　　⑴　監督及び選手は、競技に際し、所属都県名を明示したユニフォームを着用しなければなら

ない。

　　⑵　選手は、健康診断を受け、健康であることが証明された者であること。

　　⑶　都県選手団本部役員、監督及び選手は、「国民体育大会参加者傷害補償制度」に加入すること。

15  総合開会式

　　⑴　日時  平成２３年８月１９日（金）午後４時から

      

　　⑵  場所  水戸京成ホテル

　　　　　　　〒 310-0011 水戸市三の丸 1-4-73  TEL 029-226-3111

　　　　　　　最寄駅：ＪＲ水戸駅（北口）徒歩３分

16　競技会開始式・表彰式

　　各競技会の開始式及び表彰式は、実状に合わせることとする。

17　その他

　　⑴  参加申込書、参加者負担金及び宿泊申込書等が、定められた期限までに指定された場所に

到着しない場合は、その理由のいかんを問わず、大会への参加を認めない。　

　　⑵  その他の事項については、開催基準要項及び同細則に準じる。




